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8 月における労働者の熱中症予防の取組について 

 

 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて、このたび、厚生労働省労働基準局安全衛生部長より、連日の記

録的猛暑等を踏まえ、7 月に実施していた熱中症対策強化月間を 8 月まで

延長することとし、WBGT（暑さ指数）に応じた作業の中断等を徹底する

ことや、異常を認めたときは、躊躇することなく救急隊を要請するなど

状況に応じた対応の徹底が図られるよう本会に対し、別添のとおり周知

依頼がありました。 

つきましては、8月における労働者の熱中症予防対策の徹底に向け、よ

り一層の取組を進めていただきますよう、貴協会会員の皆様へ周知啓発

下さいますようお願い申し上げます。 

 

以上 
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